
醐踊盟醐醐田園臨南藷ff,W，~ti縮減量畑法組長司自訴事！；VA~ヰ諾ヨ[ii溜~~正if.al型事回［iJlt~詞~AJi：圃臨僻描1d

廃炉・汚染水（※1) 賠償（約） 除染 中間貯議 合計

2.0兆円 5.4兆円 2.5兆円 1.1兆円 11.0兆円

金額
↓（十6.0兆円） ↓（＋2目5兆円） ↓（＋1.5兆円） ↓（＋0.5兆円） ↓｛十10.5兆円）

8.0兆円 7.9兆円 4.0兆洞 1.6兆円 21.5兆円

交付国債枠： 9兆円＋ 13.5兆円

東電 I ↓（＋6兆円） 円） ↓（÷1.5兆円） i （÷8.7兆円｝
B兆円 4.0兆円 一 15.9兆円以6〕
2~~円 : ：ι：兆：＋胴~1円円Z包 2.5 ~円 7.2兆円

一 竺L_1止ト一一 I 

大手電力｜

ーは場竺一一
新電力 0.24兆円以4) 0.24兆円

←一一一一一一 一一一一一一一一一一一一斗一一 一一一一一ート一一一一一一←一一一一

国 （研究開発支援）
（※2) ｛株式売却益）

1.1兆円
i （＋日司5兆円1
1.6兆円
（エネルギー予算を想定）

1.1兆円
↓（＋0.5兆円）
1.6兆円

（探1）第6団東京電力改革・ 1F隠題委員会において公表古れた f有識者ヒアリ〉グ結果報告j在引用したも白血経済産業省として評価したち
のではないことこ留意．1 別注廃炉の研究鰐発1ζ、平成2時度補正予算までの累計且2l包附ある・

妥~l 警告雲間在議警告グ警話番？陸部警官話諸官主主：主主Jl~年金雪賠醒程認と
仮定した蕊箆値であり、毎年度の負担金は原賠機構において原賠機構法Ii:基づき決定される．

（削）繋E麟：：：言塑芸員宣言君雪法語皇：，；品t°~~明~ま？認，"f早議五務b故f主主宰2霊長控室＇.1~＆手諸島
れほ年額60億円． （託法料金0.07円／kWh相当＝ー揮罪躍で18円/Fl)

m~i 寂誌言語芸品染査室鹿間話F室長講商事制金相当｝がある・
東京電力・ 1F問題委員会第6回参考資料

I NC.J；＜• 川
確保すべき資金の額・要因

1 F廃炉I＜現状?1~→B埋め I 賠償 I ＜現状5.4!/告－＞7.91巨lI除染 I＜現状2.5兆→4.om
・燃料デゴlJ取り出しに当 日。商工業、農林漁業に関す II。需給のひっ迫による労務
たコて確保すべき資金につII る怠艶嬉・風評被害の II 費や資材質の上昇
いて過去の事例在参考にH収束の遅れ II・現場制犬;5r.を踏まえた了
した有識者試算による ｜怜l局還・移住のための住居 II 寧な除染の実施による除

対応の原則

2016年～

確保に係る費用の賠償等II 染対象物似助B
の新t:./J賠償頂巨の追加｜｜。仮置場撤去時などの廃棄l

物発生霊ぴ動日

東電改革による資金確保が原則

~ヒ出
。輸送時の安全対策や施設

の仕様等の検討状況を踏

まえた資金の増加

東電改革を前提とした思の措置あわせE復興の加速化・充実を図るため、事業の効率化等を進める

く廃炉＞ ＜賠償＞ ＜除染＞ ＜中間貯蔵＞

f苔置① 搭置④ 措置③
・廃炉iζ罰する資金在確保じ廃炉 ・東電改革lζよ ・罰費｛工ネJしギー
事業を安定実施するため、I管理 る東京電力株 特会｝で対応
型積立金制度j在創設 の売却益拡大

措置② で対応

・送配電事業合理化努力分を事
故廃炉事業に優先的に充当 ，．．．．．．，．．，唱 4

※その他、原発依存度低減、廃炉の円滑な実施のため、
託迭の仕組みを利用して全需要家から回収するt笥置を行い、震炉lζ関する会計制度を維持する。
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(2）貫徹小委

①福島原発事故費用と切り離して、費用負担と市場制度について議論b

②中間取りまとめ（案）をまとめる。

1）財務会計WG＝東電・原子力事業者救済

①原賠機構に基づく一般負担金の負担方法

②「計画外廃炉jの減価償却費

③「計画外廃炉」の引当不足

④廃炉上振れ分の引当不足

→託送料金を通じて、新電力を含む事業者負担に

2）市場制度WG＝原子力事業者救済の見返りとして実施。実際には原子力事業者救済策

⑪〈ースロード電源市場の創設（原発の販路の確保）

②手何七石価値市場¢創設（原発の正の外部性を内部化？）

→他方で、原発の負の外部性については内部化せず、国民負担にするアンバランスな構図。

③容量メカニズム

5.問題点

＜東電救済策について＞

＠ 確実に発生する費用が、東京電力の純資産額を大きく超えている以上、東京電力を法的整

理するべきときにある。

＠ 事故炉廃止費用

積立金制度の創設

東電の託送料金の値下げ（超過利潤）部分を、事故炉廃止費用に回せるι組み
＠ 東電パワーグリッドの超過手rJ潤の一部をあてれば、結果的に、託送料金から回収するのと

同じであり、東京電力のみが本来負担すべきにもかかわらず、全消費者が支払うことにな

る。

＠ 損害賠償費用

東京電力の責任を問わないもの。

一般負担金部分の「過去分」という苦し紛れの提案。このような倣旦みには「理論」はな

し、。
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論点③原賠機構法iζ基づく一般員盟金の負担の荘り方

＠福島第一原発事故後、原子力事故への備えとして、従前から胡宣していた原子力損害賠
償法！こ加えて新たに原賠機構勤可制定され、現在同制E基づき、原子力事業者方晦年
ー定額を原賠4廃炉機構に支払ってしtる｛一般負担舎〕 0 ぅ：

＠原子力損害賠償法の趣旨t1監み利点本来、ごれらの費用は福島第一原罪事故以前か
ら確保されておくべきであっ左が、部度土乙うレた費用を確保する措置は講じられてお5ず、当
然ながら料金原価｛こ算入する事もできなかった。
＠じたがりて、理論上l点過去におし1てc:hらJの費用が含まれないより安価な電気を利用した
需要家！こ対し、遡って負担を求める乙とが適当と考えられる。
＠しかしなカち、現時点で対象となる週去の需要家を特定じ、負担を求めるζとは現実的でな
い中、自由化が進展する環境下において、受益者閣の公平牲の観点か与、二舷負担舎の

負担の在り方Iについて必めよラに考えるか。

全体のイメージ I 

「一一三竺竺竺三二Z再と竺咽四四百輔副問団組I
2011 2016 
（機構法成立） （自由化開始）

｛原子力事業者による一般負担金の支払実績】

前塑閤盟問軍事翻璽璽霊童璽醸盤霊童璽璽護霊童璽盤盗鎚畠轟轟孟童謡

815 1,008 

＜託送料金の帥¥llみにすることの問題点＞

＠ 電力自由化、発送電分離にも反する。

＠ 託送料にすること自体の問題点

1,630 1,630 1,630 

国会によるチェックを経ることなく金額を決定できる。その結果、廃炉費用が膨張する可

能性がある。この点は、税の場合と著しい違いである。

実際、損害日制賞は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構がかかわっているが、情報公開がほ

とんどされていない。国会の隠与もない。

これは、託送料金をつかった制度一般に言え、問題である。

＜一般磨炉の問題点＞

＠ 一般炉廃炉にともなう残存簿価分の減価償却費の扱い

～廃炉会計制度の改訂（原子力救済延命策※としてのもの）

※原発依存度の低減のため早期廃炉を促すものと説明されているが、実態は異なる。

第1次改訂（2013年） lF 5,6号機廃炉に左もなう損失の一部を回避

第2次改訂（2015年） 原子力事業者の廃炉（一般廃炉）による損失の回避

→いずれも、廃炉後も原子力発電設備を資産として計上し、減緬償却費として電気料金か

ら回収。

もともとは、中部電力浜岡 l,2号機、 1F 1-4号機の廃炉では、一括償却していた。
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＠ 資料を見る限り、「計画外廃炉」をおこなった原発についてのみ、「例外的Jに託送料金で

費用回収という案になっている。

＠ 例外的に、一括費用認識の発生を回避するために、託送料金の仕組みを手iJ用して段階的に

費用回収（つまり新霞力も含めて費用負担）（貫徹小委第2回、資料4,p. 11）。

＠ 理屈は、現行の廃炉会計制度があり、費用回収が可能になっているから、電力自由化に合

わせてその制度を延長しなければならない、というものである。

＠ そもそもこの制度自体に問題がある。送電部門で発生していない費用を、送電部門の費

用・原価に付け替えることはできない。発送電分離に反する。

＠ 一般廃炉を、資源エネルギー庁は、「計画外廃炉Jと称している。だが、これらは計画外

廃炉とはいえない。なぜなら、廃炉決定した原発は、老朽原発だからである。また政府が

命令して廃炉にしたわけではなく、電力会社が自主的に廃炉にしたものである。

廃炉決定した原発

発電所 運転開始年 廃炉決定

関西電力 美浜1号 1970年11月 2015年3月

美浜2号 1972年7月 2015年3月

中国電力 島根1号 1974年3月 2015年3月

呂田電力 伊方1号 1977年9月 2016年3月

九州電力 玄海1号 1975年10月 2015年3月

日本原電 敦賀1号 1970年3月 2015年3月

＜解体引当金について＞

①引当期間を40年に短縮。引当期間短縮に伴う未引当分を、託送料金の仕組みで回収

②引当金の総見績額について、上振れした場合に対応するため、柔軟性を確保

＜問題点＞

①について・

・短縮に伴う未引当分は、本来、原子力事業者が凹収すべき費用である。にもかわらず、託送

料金を通じた全需要家負担にすり替えられている。つまり、 2013年の影響緩和措置と今回の措

置では意味が違っている。電力自由化の趣旨に反する。

→本来、運転期間である 40年で回収するのは正しい。しかし、もともと、廃炉期間中も引当可

能とすることで影響緩和したのであるから、制度変更の必要性はない。もし40年で回収すると

いうことであれば、一括費用認識が必要。

②について．

・見積りミスが生じる可能性を示唆したもの。 2011年のコスト検証委員会では、このようなこ

とが今後起こりえないと確認していたはず。

・上振れ分は、事業者の負担とすべきである。

・なぜ見績もりミスが生じるのか、詳細な説明が必要。また、解体引当金の算定根拠、個別事
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情などは公開すべきである。

・「現行の算定式が想定しない個別事象を反映できることとして柔軟性を確保する」としてし、る

が、このような枠組であれば、算定式を超える「個別j事象も含めて対応するということにな

るのであり、何でもありになってしまう。このような個別事象については、当然、事業者自身

が対応すべきである。

＜新電力取り込み策の問題点＞

＠ ベ｝スロード電源市場：世界に類のない奇妙な市場。原子力の販路確保守

＠ 非化石価値取引市場：原子力補助策の一つ。再エネ普及をかえって妨げる。

＠ 容量メカニズム：時期尚早。再エネ導入が欧州並みに進んだ段階で丁寧に議論すべき。

6.まとめ

資源エネルギー庁は、原子力事業者にとって最も都合のよいものに限定して案を提示して

し、る。

>- lF費用の一部を託送料金へ転嫁
〉 賠償費用の一部を託送料金へ転嫁

〉 原子力事業者の一般廃炉にともなう「債務認識の回避j、それに加えて、原子力事業

者でない新電力にも費用負担させる案を提示。♂山

原子力政策、電力システム改革に関する一連の動きは、電力自由化の下で原子力発電を救

済・延命する措置を構築しようというものである。

仮に提案されている制度が導入されれば、原子力事業者にとっての事業リスクは大きく減

る。逆に言えば、原子力事業者を有利にさせ、他の事業者を相対的に不利にする。これは

電力自由化の趣旨に反する。

現行の議論は、原発稼働ありきのフレームの中で行われている。これを前提とせず、原発

の事業リスクを事業者に認識させ、事業リスクを踏まえても原発が必要か否か、事業者が

正しく判断できるような制度設計が必要である。

提案が制度化されれば、ほとんどあらゆる追加的費用が託送料金から回収されることにな

る。これは、原子力の後始末に使途を限定した一種の目的税と同じである。

くどうすればよいか＞

現在の会計は、廃炉費用の中身が全くわからなくなっている。一般廃炉費用、事故炉廃炉

費用、損害賠償費用（劇賞と除染を分ける）を区別して経理し、それぞれがいくらかかっ

ているのか、わかる会計制度を構築すべきである。

＜東電について＞

東京電力の法的整理は避けられない。株主、債権者俊財わが責任をとる。法的整理すれ
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ば、資産を売却することで、その分国民負担額（税による負担額）を減少させることがで

きる。

賠償主体がいなくなるとの懸念はあるが、実質的に東京電力は支払っていない。そうであ

れば、特措法を制定し、厳しい規制を行わなかった国の責任をみとめ、国が代わって賠償

支払いをすればよい。

東電福島原発事故関連について、すでに国民は、原発事故賠償費用を実質的に負担してい

ることカもすれば、託送料金ではなく、福島原発事故については新たに税で徴収するべき

である。その代わりに、医が行っている原子力関連支出（研究開発費、立地対策費）をゼ

ロにして、実質的国民負担を軽減する。

税にすると、一体いくらかかるのか、かかっているのか、また、経費の使い方が適切か、

といったことが国民の前に明らかになる。

7.補論原発の発電コスト（実績）への影響

仮に、過去分（2010年度まで）の原発事故コスト（21.5兆円とする）を加えると、原子力

の発電コストは以下の通り。

1970～2010年度のコスト比較

単位：円/kWh

発電コスト

原子力 8.5 

火力 9.9 

水力 3.9 

政策コスト

1.7 

0.0 

0.5 

事故コスト ぷ口〉、三ロ＋

2.9 13.1 

9.9 

3.9 
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